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○ 

会
社
更
生
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 
 

第
一
条 

～ 
第
二
十
二
条 

（
略
） 

  

（
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
三
条 

金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
十
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
二
条 

削
除 

第
六
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
適
用
関
係
） 

第
六
十
四
条 

金
融
機
関
等
が
行
う
合
併
に
つ
き
第
五
章
第
二
節
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
九
十
七
条
第
七
号
及
び
第
三
百
四
十

四
条
第
七
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、同
法
第
九
十
七
条
第
七
号
中「
日

時
」
と
あ
る
の
は
「
日
時
（
当
該
協
同
組
織
金
融
機
関
が
総
会
又
は
総
代
会

の
議
決
又
は
承
認
を
経
な
い
で
合
併
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
）
」
と
、
同

法
第
三
百
四
十
四
条
第
七
号
中
「
日
時
」
と
あ
る
の
は
「
日
時
（
当
該
信
用

金
庫
が
総
会
又
は
総
代
会
の
承
認
を
経
な
い
で
合
併
を
す
る
と
き
は
、
そ
の

旨
）
」
と
す
る
。 

（
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
） 

第
一
条 

～ 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

  

（
新
設
） 
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第
二
十
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
に
係

る
株
式
会
社
及
び
協
同
組
織
金
融
機
関
（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い
う
。
）

の
更
生
事
件
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
機
関
等
の
組

織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
同
法
第
四
十
二
条
及
び
第
六
十
四
条
の
規
定
を
適
用
す

る
。 

 

（
新
設
） 

 
 

 


